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（
一
）

　
明
治
二
十
三
年
四
月
二
十
一
日
、
法
律
第
二
十
八
号
と
し
て
「
民
法
」
財
産
編
・
財
産
取
得
編
（
第
二
章
迄
）
・
債
権
担
保
編
・
証
拠

編
、
、
次
い
で
、
国
年
十
月
七
日
、
法
律
第
九
十
八
号
と
し
て
「
民
法
」
財
産
取
得
編
・
人
事
編
が
、
そ
れ
ぞ
れ
発
布
さ
れ
、
ま
た
、
同
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

四
月
二
十
六
目
、
法
律
第
三
十
二
号
と
し
て
「
商
法
」
第
一
編
総
則
・
第
二
編
海
商
・
第
三
編
破
産
が
発
布
さ
れ
た
。
商
法
は
、
翌
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

四
年
一
月
一
日
よ
り
、
民
法
は
、
明
治
二
十
六
年
一
月
一
日
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

　
（
一
）
　
明
治
十
九
年
二
月
二
十
四
日
勅
令
第
一
号
「
公
文
式
」
に
よ
り
、
従
来
の
太
政
官
第
何
号
布
告
と
い
う
形
式
は
、
法
律
第
何
号
と
い
う
形
式
に

　
　
　
あ
ら
た
め
ら
れ
た
。
な
お
、
　
「
公
文
式
」
は
、
明
治
四
十
年
二
月
一
日
勅
令
第
六
号
「
公
式
令
」
に
あ
ら
た
め
ら
れ
、
そ
の
「
公
式
令
」
も
、
昭

　
　
　
和
二
十
二
年
五
月
三
日
政
令
第
四
号
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。

　
（
二
）
　
発
布
（
公
布
）
の
方
式
も
、
は
じ
め
は
、
「
諸
布
告
御
発
令
毎
二
人
民
熟
知
ノ
為
メ
凡
三
十
日
間
便
宜
ノ
地
二
於
テ
令
掲
示
候
事
」
（
明
治
六
年
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二
月
二
十
四
日
太
政
官
第
六
十
八
号
布
告
）
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
　
「
太
政
官
日
誌
」
に
登
載
し
た
り
、
　
【
般
新
聞
紙
に
、
　
「
太
政
官
記
事
及
公

　
　
　
報
」
と
し
て
掲
載
さ
せ
た
り
し
て
い
た
が
、
明
滑
十
六
年
六
月
二
十
日
太
政
官
第
二
十
七
号
布
告
に
よ
り
、
　
「
官
報
」
が
発
行
さ
れ
る
こ
と
と
な

　
　
　
り
（
明
治
十
六
年
七
月
二
日
月
曜
日
第
一
号
発
行
）
、
、
以
後
は
、
官
報
に
登
載
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
明
治
十
六
年
五
月
二
十
二
日
太
政
官
第
二

　
　
　
十
三
号
布
告
、
同
十
八
年
十
二
月
五
目
太
政
官
第
二
十
三
号
布
告
）
。

　
（
三
）
　
こ
れ
よ
り
さ
き
、
、
「
民
法
」
制
定
と
い
う
よ
り
も
「
民
法
典
」
－
編
纂
と
い
う
こ
と
は
、
江
藤
新
平
の
主
張
（
明
治
三
年
閏
十
月
三
条
太
政
大
臣

　
　
　
に
提
出
し
た
国
法
会
議
議
案
に
、
　
「
一
体
各
国
と
も
に
政
府
と
政
府
と
の
交
際
は
公
法
を
以
て
相
整
へ
、
政
府
と
其
国
民
と
の
交
際
は
国
法
を
以

　
　
　
て
相
整
へ
、
民
と
民
と
の
交
際
は
民
法
を
以
て
相
整
へ
候
次
第
、
各
国
の
通
義
之
様
相
成
居
、
総
て
国
家
富
強
盛
衰
の
根
元
も
専
ら
国
法
民
法
施

　
　
　
行
の
厳
否
に
関
係
致
し
候
…
…
」
）
に
よ
り
、
は
や
く
か
ら
企
画
さ
れ
、
あ
る
い
わ
、
着
手
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
こ
れ
以
前
に
も
、
制
度
局

　
　
　
の
「
民
法
決
議
」
（
研
治
四
年
頃
？
）
、
司
法
省
明
法
寮
の
「
第
一
回
稿
本
皇
国
民
法
仮
規
則
」
（
明
治
五
年
）
、
同
「
第
二
回
稿
本
改
刷
未
定
本
民

　
　
　
法
」
、
「
民
法
仮
訟
則
」
（
明
治
六
年
）
、
左
院
の
「
民
法
各
規
則
草
案
」
（
明
治
六
年
末
？
）
、
司
法
省
の
「
民
法
草
案
」
（
明
治
十
年
、
十
一
年
）

　
　
　
な
ど
の
民
法
草
案
が
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
未
完
成
に
近
い
も
の
だ
っ
た
（
石
井
良
助
「
民
法
典
の
編
纂
－
民
法
決
議
よ
り
民
法
仮
法
則
迄
1
」

　
　
　
国
家
学
会
雑
誌
第
五
十
八
巻
第
二
号
、
同
「
左
院
の
民
法
草
案
」
同
第
六
十
巻
第
【
号
、
第
六
号
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
と
こ
ろ
で
、
何
故
に
、
民
法
、
商
法
の
制
定
を
、
と
い
う
よ
り
も
民
法
典
、
商
法
典
の
編
纂
を
、
こ
の
よ
う
に
急
い
だ
の
か
。
も
と
よ

り
、
そ
の
本
質
的
な
要
因
が
、
急
ぎ
育
成
さ
れ
、
に
わ
か
に
発
達
し
た
日
本
資
本
主
義
の
要
請
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い

が
、
も
っ
と
卑
近
な
理
由
に
例
の
不
対
等
条
約
改
正
の
た
め
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
い
な
め
な
い
。

　
と
も
か
く
、
　
「
日
本
と
欧
州
各
国
と
は
、
各
其
風
俗
習
慣
を
異
に
す
と
錐
ど
も
、
民
法
無
か
る
可
か
ら
ざ
る
は
、
則
ち
一
な
り
。
宜
し

く
仏
国
の
民
法
に
基
き
て
日
本
の
民
法
を
制
定
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
－
…
誤
訳
も
亦
妨
げ
ず
、
唯
、
速
訳
せ
よ
」
（
「
江
藤
南
白
」
下
巻
百
七



頁
）
と
い
っ
た
江
藤
新
平
流
の
促
進
論
も
、
う
な
ず
け
る
が
、
商
法
の
施
行
を
、
わ
ず
か
数
ケ
月
の
後
に
し
た
と
こ
ろ
な
ど
は
、
や
は
り

本
質
的
要
因
の
強
さ
を
物
語
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
何
故
に
、
民
法
も
商
法
も
、
　
「
法
典
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
日
本
資
本
主
義
が
、
民
法
、
商
法
を
要

請
す
る
の
は
、
わ
か
る
。
そ
れ
な
る
が
故
に
、
前
稿
「
そ
の
ご
に
述
べ
た
よ
う
に
、
所
謂
「
積
重
ね
方
式
」
（
「
積
た
て
方
式
」
）
で
は

あ
っ
た
が
、
そ
の
要
請
に
応
じ
て
、
民
法
も
（
勿
論
、
商
法
も
）
、
形
成
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
の
方
針

は
、
何
か
、
は
じ
め
か
ら
大
法
典
を
つ
く
る
こ
と
に
決
っ
て
い
た
よ
う
な
か
ん
す
ら
あ
る
（
右
註
三
に
見
ら
れ
る
民
法
編
纂
事
業
に
も
、

そ
の
か
ん
が
明
ら
か
で
あ
る
）
。
こ
の
点
で
い
え
ば
、
民
商
法
制
定
促
進
論
（
政
策
）
に
は
、
そ
の
本
質
的
な
要
因
よ
り
、
む
し
ろ
、
よ
り

現
実
的
な
当
面
の
理
由
、
す
な
わ
ち
、
条
約
改
正
の
た
め
と
い
う
理
由
の
ほ
う
が
、
よ
り
強
く
、
は
た
ら
い
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ

る
が
、
筆
者
は
、
こ
れ
と
は
別
に
、
当
時
の
政
府
指
導
層
や
国
民
の
多
数
を
支
配
し
て
い
た
「
事
大
主
義
」
に
よ
る
も
の
で
は
、
あ
る
ま

い
か
と
思
う
。
法
典
と
い
う
形
態
を
と
る
法
が
、
実
際
に
、
そ
れ
ほ
ど
必
要
で
あ
る
か
、
な
い
か
を
論
外
に
し
て
、
と
も
か
く
、
先
進
諸

外
国
に
あ
る
よ
う
な
、
い
な
、
で
き
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
立
派
な
堂
々
た
る
「
大
法
典
」
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
気
持
が
、
む
し
ろ
決
定
的

だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
し
か
に
、
こ
こ
に
、
日
本
の
法
や
法
学
に
対
す
る
後
進
性
、
つ
ま
り
「
ナ
マ
ビ
ラ
ケ
性
」
が
あ
っ
た
（
今

や
、
全
く
影
を
隠
し
た
と
は
い
え
な
い
が
）
。
実
際
に
、
そ
れ
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
と
か
、
現
実
に
ど
れ
だ
け
必
要
か
な
ど
は
、
た
い

し
て
問
題
（
前
提
）
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
本
稿
で
主
と
し
て
述
べ
よ
う
と
す
る
所
謂
「
法
典
争
議
」
に
お
い
て
も
、

民
法
、
商
法
が
大
法
典
の
形
態
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
か
ど
う
か
の
議
論
（
と
ぐ
に
当
時
の
目
本
に
と
っ
て
、
そ
の
必
要
が
絶
対
に

あ
っ
た
か
ど
う
か
の
議
論
）
、
す
な
わ
ち
、
ま
さ
に
法
典
編
纂
の
是
非
の
議
論
は
、
ほ
と
ん
ど
な
く
、
た
だ
あ
っ
た
の
は
、
今
公
布
さ
れ
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た
、
こ
の
民
法
典
、
こ
の
商
法
典
が
、
よ
い
か
悪
い
か
の
議
論
だ
け
だ
っ
た
。
民
法
も
商
法
も
大
法
典
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

は
じ
め
か
ら
、
き
ま
り
き
っ
た
こ
と
が
ら
で
も
、
あ
る
か
の
よ
う
な
か
ん
が
あ
っ
た
（
こ
ん
な
こ
と
か
ら
も
、
外
国
法
の
影
響
の
複
雑
さ

が
窺
わ
れ
よ
う
）
。

二

　
明
治
二
十
三
年
は
、
民
法
、
商
法
が
発
布
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
明
治
二
十
二
年
二
月
十
一
目
の
「
憲
法
発
布
勅
語
」
に
は
、

「
帝
国
議
会
ハ
明
治
二
十
三
年
ヲ
以
テ
之
ヲ
召
集
シ
議
会
開
会
ノ
時
ヲ
以
テ
此
ノ
憲
法
ヲ
シ
テ
有
効
ナ
ラ
シ
ム
ル
ノ
期
ト
ス
ヘ
シ
」
と
あ

る
か
ら
、
　
「
大
目
本
帝
国
憲
法
」
も
、
明
治
二
十
三
年
十
一
月
二
十
九
日
（
第
一
回
帝
国
議
召
集
二
十
五
目
、
開
院
式
二
十
九
日
）
か
ら

実
施
さ
れ
た
次
第
で
、
こ
れ
よ
り
さ
き
同
年
七
月
一
日
に
は
、
第
一
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
制
限
選
挙

制
で
あ
っ
た
の
で
、
総
選
挙
と
は
い
え
、
全
国
総
選
挙
人
わ
ず
か
に
四
十
五
万
三
百
六
十
五
名
、
全
国
民
の
約
一
・
二
四
パ
ー
セ
ン
ト
に

過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
日
本
史
上
最
初
の
民
選
議
会
が
開
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
、
史
上
最
初
の
民
選
議
会
が

開
会
さ
れ
、
　
「
不
磨
ノ
大
典
」
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
も
ま
し
て
重
要
だ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
よ
り
一
ケ
月
前
、
同
年
十
月
三
十
目
に
、

「
教
育
二
関
ス
ル
勅
語
」
が
換
発
さ
れ
、
確
固
不
動
（
「
古
今
二
通
シ
テ
謬
ラ
ス
中
外
二
施
シ
テ
惇
ラ
ス
」
）
の
日
本
国
家
、
日
本
臣
民
の

基
本
的
倫
理
体
系
、
規
程
（
「
我
力
皇
祖
皇
宗
ノ
遺
訓
ニ
シ
テ
子
孫
臣
民
ノ
倶
二
遵
守
ス
ヘ
キ
所
」
）
が
、
天
皇
の
名
に
お
い
て
宣
言
さ
れ

　
　
　
　
　
　
（
一
）

た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
（
一
）
　
石
関
敬
三
「
教
育
勅
語
1
そ
の
成
立
と
批
判
1
」
（
「
社
会
科
学
討
究
」
第
十
巻
第
一
号
）



　
さ
て
、
第
一
帝
国
議
会
が
開
か
れ
て
み
る
と
、
ま
ず
、
両
院
に
実
業
界
か
ら
「
商
法
実
施
延
期
請
願
書
」
が
提
出
さ
れ
、
こ
れ
が
、
は

か
ら
ず
も
後
の
法
典
施
行
延
期
問
題
（
所
謂
「
法
典
争
議
」
y
の
端
緒
と
な
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
、
前
記
の
よ
う
に
、
商
法
も
民
法
も
最

早
、
草
案
で
は
な
く
、
れ
っ
き
と
し
た
法
律
と
し
て
、
す
で
に
公
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
議
会
の
審
議
を
う
け
る
筋
合
は
な
く
、

の
こ
さ
れ
た
道
は
、
そ
の
施
行
を
延
期
す
る
法
案
の
審
議
成
立
だ
け
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
審
議
と
い
え
ば
、
民
法
も
商
法
も
、
す
で
に

　
　
　
（
二
）

「
元
老
院
」
に
お
い
て
、
審
議
可
決
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
（
二
）
　
「
元
老
院
」
と
は
、
明
治
八
年
四
月
十
四
目
の
所
謂
「
立
憲
漸
進
ノ
詔
勅
」
で
、
従
来
の
「
左
院
」
に
か
わ
っ
て
設
置
さ
れ
た
立
法
諮
問
機
関

　
　
　
で
、
「
元
老
院
十
を
除
け
ば
元
左
院
」
な
ど
と
椰
楡
さ
れ
た
官
選
の
「
議
官
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
「
機
関
」
と
い
う
よ
り
「
府
」
で
あ
っ
た
。

　
　
　
故
に
、
そ
れ
が
、
議
会
に
か
わ
っ
た
と
い
う
よ
り
、
憲
法
審
議
の
必
要
か
ら
生
ま
れ
た
「
枢
密
院
」
　
（
明
治
二
十
一
年
四
月
三
十
日
勅
令
第
二
十

　
　
　
二
号
「
枢
密
院
官
制
及
事
務
規
程
」
）
と
な
っ
た
と
い
っ
た
方
が
、
む
し
ろ
あ
た
ろ
う
。
な
お
、
明
治
法
制
経
済
史
研
究
所
編
「
元
老
院
会
議
筆

　
　
　
記
」
（
前
期
全
十
五
巻
中
既
刊
七
巻
、
以
下
刊
行
中
）
。

　
も
っ
と
も
明
治
二
十
二
年
す
で
に
、
「
法
学
士
会
」
の
春
期
総
会
で
も
、
「
須
ラ
ク
草
案
ノ
儘
ニ
テ
之
ヲ
公
ニ
シ
仮
ス
ニ
歳
月
ヲ
以
テ
シ

テ
広
ク
公
衆
ノ
批
評
ヲ
徴
シ
除
々
二
修
正
ヲ
加
ヘ
テ
完
成
ヲ
期
ス
ヘ
キ
ナ
リ
」
と
い
っ
た
決
議
も
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
ド
イ
ツ
民
法
第

一
草
案
が
、
草
案
の
ま
ま
で
公
表
さ
れ
て
い
た
こ
と
（
一
八
八
八
年
、
明
治
二
十
一
年
）
な
ど
に
影
響
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ

の
主
張
は
、
け
だ
し
も
っ
と
も
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
主
と
し
て
民
法
に
つ
い
て
い
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
し

ば
ら
く
お
く
と
し
て
も
、
全
三
編
千
六
十
四
条
に
お
よ
ぶ
大
法
典
た
る
商
法
を
、
公
布
後
わ
ず
か
に
数
ケ
月
で
実
施
と
い
う
の
も
、
い
さ

さ
か
性
急
過
ぎ
た
ば
か
り
で
な
く
、
ご
の
商
法
は
、
主
と
し
て
ド
イ
ッ
人
ヘ
ル
マ
ン
・
ロ
ェ
ー
ス
レ
ル
の
手
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
の
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八

で
、
そ
の
編
別
こ
そ
フ
ラ
ン
ス
法
的
で
は
あ
っ
た
が
、
規
定
の
内
容
は
、
む
し
ろ
ド
イ
ッ
法
的
と
い
う
べ
き
で
、
主
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
人

ボ
ァ
ッ
ソ
ナ
ー
ド
の
手
で
起
草
さ
れ
た
民
法
と
の
間
に
は
、
運
用
上
の
難
点
も
多
か
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
結
局
、
　
「
商
法
及
商

法
施
行
条
例
施
行
期
限
法
律
案
」
は
、
同
年
十
二
月
十
六
日
に
衆
議
院
で
、
十
二
月
二
十
二
目
に
貴
族
院
で
、
そ
れ
ぞ
れ
可
決
さ
れ
、
十

二
月
二
十
六
日
法
律
第
百
八
号
と
し
て
公
布
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
商
法
の
施
行
は
、
民
法
と
揃
っ
て
、
明
治
二
十
六
年

一
月
一
日
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
今
度
は
、
施
行
延
期
間
題
も
民
法
な
ら
び
に
商
法
の
問
題
と
ま
と
め
ら
れ
、
と
も
に
、
す
べ
て
明

治
二
十
五
年
末
ま
で
、
も
ち
こ
さ
れ
た
か
た
ち
と
な
っ
た
。

三

　
と
こ
ろ
で
、
明
治
二
十
四
年
十
二
月
二
十
五
目
に
は
、
衆
議
院
が
解
散
と
な
り
、
翌
二
十
五
年
二
月
十
五
日
に
第
二
回
衆
議
院
議
員
総

選
挙
が
行
な
わ
れ
た
が
、
こ
の
選
挙
に
お
け
る
松
方
内
閣
、
と
く
に
内
務
大
臣
品
川
弥
二
郎
に
よ
る
選
挙
干
渉
（
妨
害
）
は
、
　
（
全
国
的

に
）
激
甚
を
き
わ
め
、
と
く
に
そ
の
苛
烈
だ
っ
た
佐
賀
県
、
高
知
県
な
ど
で
は
、
投
票
不
能
の
た
め
再
投
票
が
行
な
わ
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た

（
佐
賀
県
第
三
区
、
高
知
県
第
二
区
）
。
電
っ
と
も
当
の
品
川
内
相
は
、
さ
す
が
に
、
こ
の
た
め
三
月
十
一
日
に
辞
任
し
た
が
（
枢
密
院
副

議
長
副
島
種
臣
が
内
相
と
な
る
）
、
勿
論
、
野
党
側
に
と
っ
て
は
、
こ
ん
な
こ
と
く
ら
い
で
、
お
さ
ま
る
わ
け
は
な
く
、
お
さ
ま
ら
な
い

ま
ま
で
、
五
月
二
目
、
第
三
回
帝
国
礒
会
が
招
集
さ
れ
、
五
月
六
日
か
ら
開
会
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
壁
頭
、
衆
議
院
に
は
、
　
「
選
挙
干

渉
二
関
ス
ル
上
奏
案
」
な
ど
が
上
提
さ
れ
た
が
、
五
月
十
二
日
、
鎧
袖
一
・
触
、
否
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
恰
も
登
場
し
て
き
た
の

が
、
「
民
法
商
法
施
行
延
期
法
律
案
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
な
ら
政
府
も
、
そ
う
む
げ
に
は
斥
け
か
ね
る
問
題
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。



　
事
実
、
民
法
商
法
施
行
延
期
問
題
は
、
す
で
に
公
布
さ
れ
て
い
た
民
法
、
商
法
の
実
体
か
ら
離
れ
て
、
　
「
民
法
出
テ
テ
忠
孝
亡
フ
」
と

い
っ
た
と
こ
ろ
へ
移
っ
て
し
ま
っ
た
か
ん
す
ら
あ
っ
た
。
「
民
法
出
テ
テ
忠
孝
亡
フ
」
と
は
、
当
時
、
延
期
派
の
牙
城
の
観
が
あ
っ
た

「
東
京
法
学
院
」
（
元
「
英
吉
利
法
律
学
校
」
、
「
中
央
大
学
」
の
前
身
）
の
機
関
誌
「
法
学
新
報
」
（
元
「
法
理
精
華
」
）
第
五
号
（
明
治

二
十
四
年
八
月
二
十
五
日
発
行
）
に
発
表
さ
れ
た
穂
積
八
束
の
同
名
の
論
文
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
、
肝
心
の
論
文
の

内
容
そ
れ
自
体
を
離
れ
て
、
た
だ
「
民
法
出
テ
テ
忠
孝
亡
フ
」
と
い
う
奇
抜
な
警
旬
だ
け
が
独
走
（
巷
間
に
流
布
）
し
て
い
た
か
ん
す
ら

あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
政
府
攻
撃
陣
営
が
、
あ
え
て
法
典
施
行
延
期
問
題
に
と
び
つ
い
て
い
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
問
題
を
こ
こ
ま
で

俗
論
化
さ
せ
れ
ば
（
あ
る
い
は
、
す
で
に
俗
論
化
し
て
い
れ
ば
、
な
お
さ
ら
）
、
院
外
の
一
般
大
衆
の
同
調
、
支
援
も
期
待
で
き
る
と
み

た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
は
た
し
て
、
　
「
民
法
商
法
施
行
延
期
法
律
案
」
は
、
五
月
二
十
八
日
貴
族
院
を
、
六
月
十
日
衆
議
院
を
、
そ

れ
ぞ
れ
通
過
可
決
さ
れ
、
民
商
法
と
も
、
　
「
ソ
ノ
修
正
ヲ
行
フ
タ
メ
明
治
二
十
九
年
十
二
月
三
十
一
目
マ
テ
其
施
行
ヲ
延
期
」
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
（
も
っ
と
も
延
期
法
そ
の
も
の
は
、
成
立
後
、
同
年
十
一
月
二
十
四
日
に
い
た
り
、
や
っ
と
、
法
律
第
八
号
と
し
て
公
布
さ

れ
た
）
。
そ
し
て
、
六
月
二
十
二
日
に
は
、
延
期
派
議
員
、
学
者
三
百
余
名
が
、
小
石
川
後
楽
園
で
盛
大
な
「
祝
賀
園
遊
会
」
を
催
し
、

お
わ
っ
て
向
島
の
料
亭
「
植
半
」
で
二
次
会
、
さ
ら
に
…
…
と
か
。

　
こ
う
な
る
と
、
い
さ
さ
か
何
の
さ
わ
ぎ
か
、
わ
か
ら
な
く
も
な
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
駆
引
・
策
略
に
も
似
た
攻
防
戦

の
実
況
や
、
フ
ラ
ン
ス
法
的
民
法
「
典
」
が
目
本
の
現
行
民
法
と
な
り
、
ド
イ
ッ
法
的
商
法
「
典
」
が
日
本
の
現
行
商
法
と
な
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

よ
り
、
所
謂
司
法
試
験
等
の
受
験
の
う
え
に
明
ら
か
に
不
利
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
法
的
法
学
教
育
を
う
け
た
法
学
生
た

ち
の
反
対
の
現
実
も
、
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
法
典
争
議
の
そ
こ
に
は
、
も
っ
と
本
質
的
な
問
題
が
、
よ
こ
た
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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五
〇

（
｝
）
　
明
治
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
太
政
官
第
百
二
号
達
「
判
事
登
用
規
則
」

　
　
第
一
条
判
事
二
登
用
ス
ル
ハ
法
学
土
代
言
人
及
ヒ
試
験
ヲ
行
ヒ
及
第
シ
タ
ル
者
二
限
ル
ヘ
シ

　
　
第
四
条
　
試
験
ハ
司
法
省
二
於
テ
随
時
之
ヲ
挙
行
ス
但
其
期
日
及
ヒ
試
験
出
願
等
ノ
手
続
ハ
司
法
卿
之
ヲ
定
メ
六
箇
月
前
二
告
示
ス
ヘ
シ

　
　
第
六
条
　
司
法
卿
ハ
試
験
科
目
ヲ
定
メ
試
験
二
箇
月
前
二
之
ヲ
告
示
ス
ヘ
シ

　
　
第
七
条
　
試
験
ノ
方
法
ハ
筆
記
口
述
ノ
ニ
様
ト
ス
但
筆
記
試
験
二
不
合
格
ナ
ル
者
ハ
ロ
述
試
験
ヲ
為
サ
ス

　
　
　
右
規
則
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
試
験
が
実
施
さ
れ
た
の
は
、
明
治
十
八
年
八
月
で
あ
っ
た
。
な
お
、
所
謂
「
高
文
試
験
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な

　
　
っ
た
の
は
、
明
治
二
十
六
年
十
月
三
十
日
勅
令
第
百
八
十
三
号
「
文
官
任
用
令
」
、
同
第
百
九
十
七
号
「
文
官
試
験
規
則
」
、
同
二
十
七
年
閣
令
第

　
　
二
号
「
文
官
高
等
試
験
細
則
」
、
大
正
七
年
一
月
十
七
日
勅
令
第
七
号
「
高
等
試
験
令
」
、
同
第
入
号
「
普
通
試
験
令
」
等
よ
り
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
と
の
お
こ
り
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
す
で
に
、
民
法
、
商
法
が
公
布
さ
れ
た
直
後
、
第
一
回
帝
国
議
会
開
会
（
憲
法
施
行

目
で
も
あ
っ
た
）
の
一
ヶ
月
前
、
明
治
二
十
三
年
十
月
三
十
日
に
「
教
育
二
関
ス
ル
勅
語
」
が
換
発
さ
れ
た
こ
と
に
、
は
じ
ま
っ
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
　
「
教
育
勅
語
」
の
漢
発
は
、
天
皇
の
、
す
な
わ
ち
目
本
国
家
の
、
国
民
遵
守
の
倫
理
規
程
の
一
方
的

宣
言
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
と
く
に
、
勅
語
と
い
う
形
式
で
天
皇
の
名
に
お
い
て
宣
言
さ
れ
た
と
い
う
の
も
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
日
本
国

民
の
倫
理
体
系
は
、
天
皇
に
よ
っ
て
（
国
家
に
よ
っ
て
）
一
方
的
独
断
的
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
、
絶
対
に
批
判
の
余
地
も
な
け
れ
ば
、

批
判
の
対
象
に
も
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
故
に
、
前
記
穂
積
八
束
の
「
民
法
出
テ
テ
忠
孝
亡
フ
」
は
、
　
「
所
謂
君
子
国
ノ
美
俗
ハ
…
－
唯
学
校
ノ
修
身
教
課
書
ヲ
以
テ
ノ
、
・
・
保
維

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ヵ
」
と
、
結
ん
で
い
る
が
、
そ
も
そ
も
、
学
校
の
修
身
な
る
も
の
は
、
「
教
育
二
関
ス
ル
勅
語
ノ
旨
趣
二
基
キ
」
（
明
治



二
十
四
年
十
一
月
十
七
日
文
部
省
令
第
十
一
号
「
小
学
校
教
則
大
綱
」
第
二
条
）
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
学
校
の
修
身
で
の
教

え
と
民
法
の
規
定
と
が
抵
触
（
P
）
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
教
育
勅
語
に
宣
言
さ
れ
た
絶
対
的
国
定
の
国
民
倫
理
規
程
と
民
法
の
規
定
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

が
抵
触
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
勝
負
は
、
は
じ
め
か
ら
、
き
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
忠
孝
い
で
て
は
、

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

民
法
亡
び
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
こ
の
絶
対
の
倫
理
規
程
は
、
天
皇
、
す
な
わ
ち
国
家
が
決
定
宣
言
し
た
も
の
だ
か
ら
絶
対
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
、

ま
さ
に
「
古
今
二
通
シ
テ
謬
ラ
ス
中
外
二
施
シ
テ
惇
ラ
」
ざ
る
「
我
力
皇
祖
皇
宗
ノ
遺
訓
」
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
例
え

ば
、
ボ
ア
ッ
ソ
ナ
ー
ド
な
ど
が
、
今
度
の
目
本
の
民
法
の
諸
規
定
も
、
人
類
に
普
遍
の
不
易
の
自
然
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
な
ど
と
説
い

て
、
い
か
に
懸
命
に
擁
護
し
て
み
て
も
、
所
詮
、
は
じ
め
か
ら
勝
負
に
は
、
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

四

　
で
は
、
こ
の
倫
理
規
程
に
抵
触
ず
る
民
法
の
規
定
と
は
何
か
。
本
質
的
に
は
、
民
法
の
基
調
た
る
利
己
的
個
人
主
義
（
個
人
本
位
、
個

人
自
治
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
具
体
的
に
は
、
や
は
り
民
法
中
人
事
編
の
規
定
に
具
現
し
て
く
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
の
課
題
に

は
、
は
ず
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
対
象
が
対
象
で
あ
る
関
係
上
、
い
さ
さ
か
、
こ
の
間
題
に
も
、
ふ
れ
よ

う
。　

さ
て
、
こ
の
倫
理
規
程
の
中
核
を
な
す
も
の
は
、
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
　
「
忠
孝
一
本
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
へ

の
忠
と
い
う
こ
と
が
、
自
分
の
親
へ
の
孝
と
い
う
こ
と
に
絶
対
に
矛
盾
を
き
た
す
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
矛
盾
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民
法
典
編
纂
事
情
を
中
心
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

が
止
揚
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
こ
れ
が
、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
目
本
国
家
、
国
民
団
結
の
紐
帯
た
り
得
る
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
は
、
家
族
制
度
の
尊
重
と
い
う
手
当
て
が
い
る
。
ま
さ
に
、
こ
の
手
当
て
が
あ
っ
て
こ
そ
、
教
育
勅
語
に
い
う
「
克
ク
忠
二

克
ク
孝
二
」
と
い
う
こ
と
が
、
「
我
力
国
体
ノ
精
華
」
、
「
教
育
ノ
淵
源
」
た
る
所
以
を
も
ち
、
国
民
統
合
の
紐
帯
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
別
の
こ
ど
ば
で
い
え
ば
、
「
家
系
ヲ
尊
ヒ
家
名
ヲ
重
ン
シ
祖
宗
ヲ
崇
フ
」
所
謂
「
淳
風
美
俗
」
と
も
い
え
、
し
か
も
、
こ
れ
ま

た
「
建
国
ノ
精
神
二
胚
胎
ス
ル
我
国
民
ノ
性
情
」
に
し
て
、
　
「
国
家
ノ
隆
興
民
族
ノ
繁
栄
」
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
培
養
」
せ
ら
れ
る
も

の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
な
る
が
故
に
、
す
で
に
、
武
家
社
会
（
家
禄
制
）
の
崩
潰
に
よ
り
、
そ
の
経
済
的
基
盤
（
い
わ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

合
理
的
根
拠
）
を
失
っ
て
、
ま
さ
に
崩
壊
に
瀕
し
て
い
た
は
ず
の
家
父
長
制
的
家
族
制
度
を
、
自
然
の
推
移
に
さ
か
ら
っ
て
ま
で
、
こ
こ

に
、
あ
え
て
復
活
、
再
建
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
家
族
制
度
の
復
活
、
再
建
は
、
国
民
各
自
が
所
属
す
る
一
個
の

「
家
」
（
そ
の
「
家
」
が
日
本
国
家
を
形
成
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
）
の
問
題
、
「
家
」
の
中
の
秩
序
（
支
配
服
従
関
係
）
の
問
題
に
は

と
ど
ま
ら
ず
、
直
ち
に
、
日
本
国
家
、
国
民
統
合
の
問
題
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
家
族
制
度
を
再
建
し
、
家
族
制
度

的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
復
活
を
は
か
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
、
こ
の
時
期
を
、
お
い
て
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
憲
法
発
布
を
追
う
よ
う
に
し

て
、
そ
の
発
効
の
直
前
、
教
育
勅
語
が
換
発
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
す
で
に
、
こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
ま
た
、
み
よ
う
に
よ

っ
て
は
、
維
新
以
来
二
十
余
年
で
は
、
未
だ
世
代
の
交
代
も
、
そ
れ
ほ
ど
ゆ
き
わ
た
ら
ず
、
そ
れ
に
、
人
間
の
意
識
や
感
覚
は
、
そ
の
人

一
代
中
は
、
な
か
な
か
変
り
に
く
い
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
あ
る
い
は
、
当
時
が
再
建
、
’
復
活
の
絶
好
の
機
会
と

い
う
よ
り
も
、
そ
の
可
能
な
最
後
の
機
会
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
後
も
、
い
く
度
も
執
拗
な
ほ
ど
、
く
わ
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

て
ら
れ
た
淳
風
美
俗
に
よ
る
民
法
親
族
編
、
、
相
続
編
の
改
正
工
作
を
み
て
も
）
。



　
そ
こ
で
、
民
法
の
規
定
に
し
て
、
も
し
、
こ
の
重
要
な
家
族
制
度
に
、
差
し
支
え
る
よ
う
な
も
の
が
あ
れ
ば
、
極
力
、
こ
れ
を
排
除
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
も
し
、
で
き
れ
ば
、
積
極
的
に
家
族
制
度
を
維
持
す
る
よ
う
な
規
定
も
、
ほ
し
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
っ
て
、
つ
く
ら
れ
た
、
こ
の
民
法
に
は
、
皮
肉
に
も
、
か
え
っ
て
家
族
制
度
を
肯
定
し
た
規
定

す
ら
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
戸
主
ト
ハ
一
家
ノ
長
ヲ
謂
ヒ
家
族
ト
ハ
戸
主
ノ
配
偶
者
及
ヒ
其
家
二
在
ル
親
族
、
姻
族
ヲ
謂
フ
」

（
第
二
百
四
十
三
条
第
一
項
）
、
「
戸
主
及
ヒ
家
族
ハ
其
家
ノ
氏
ヲ
称
ス
」
（
同
条
第
二
項
）
を
は
じ
め
、
「
家
族
ハ
婚
姻
又
ハ
養
子
縁
組
ヲ

為
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
年
齢
二
拘
ラ
ス
戸
主
ノ
許
諾
ヲ
受
ク
可
シ
」
（
第
二
百
四
十
六
条
）
、
　
「
然
レ
ト
モ
此
者
力
婚
姻
又
ハ
養
子
縁
組
二

付
キ
実
家
戸
主
ノ
許
諾
ヲ
受
ケ
サ
リ
シ
ト
キ
ハ
戸
主
ハ
復
帰
ノ
事
由
ヲ
知
リ
タ
ル
日
ヨ
リ
一
ケ
月
内
二
身
分
取
扱
吏
二
申
立
テ
復
帰
ヲ
拒

ム
コ
ト
ヲ
得
」
　
（
第
二
百
四
十
七
条
第
二
項
）
な
ど
と
い
う
規
定
か
ら
、
さ
ら
に
は
、
　
「
家
督
相
続
ヲ
為
ス
可
キ
男
子
ア
ル
者
ハ
養
子
ヲ

為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」
（
第
百
七
条
）
と
か
、
「
戸
主
二
非
サ
ル
者
ハ
養
子
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」
（
第
百
九
条
）
と
か
い
っ
た
規
定
ま
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
民
法
が
、
あ
た
か
も
「
建
国
ノ
精
神
二
胚
胎
ス
ル
我
国
民
ノ
性
情
」
に
し
て
「
国
家
ノ
隆
興
民

族
ノ
繁
栄
」
を
培
養
す
る
も
の
で
あ
る
家
族
制
度
と
い
う
「
淳
風
美
俗
」
を
一
切
排
斥
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
、
つ
い

に
、
そ
の
い
わ
れ
な
き
（
？
）
汚
名
の
た
め
に
葬
ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
蓋
し
、
　
「
民
法
出
テ
テ
忠
孝
亡
フ
」
の
ム

ー
ド
に
、
お
し
き
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か
ん
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
穿
っ
た
み
か
た
を
す
れ
ば
、
す
で
に
公
布
ま
で
さ
れ
た
民
法
の

一
つ
ぐ
ら
い
を
反
故
に
し
て
も
、
そ
れ
で
「
淳
風
美
俗
」
の
ム
ー
ド
が
つ
く
り
だ
せ
る
も
の
な
ら
、
勿
怪
の
幸
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
　
「
民
法
」
財
産
法
の
方
は
、
さ
ら
に
気
の
毒
な
次
第
で
、
た
ま
た
ま
同
じ
飛
行
機
に
乗
合
わ
せ
た
ば
か
り
に
、
と

　
　
　
民
法
典
編
纂
事
情
を
中
心
と
し
て
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五
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民
法
典
編
纂
事
情
を
申
心
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

ん
だ
厄
に
あ
っ
た
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
何
故
な
ら
ば
、
民
法
も
、
こ
の
方
面
で
は
、
所
謂
淳
風
美
俗
的
倫
理
規
程
に
正
面
か
ら
、
ぶ
つ

か
る
う
れ
い
は
、
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
当
時
の
日
本
資
本
主
義
発
達
の
状
況
か
ら
、
民
法
が
、
独
占
的
排
他
的
「
所
有
権
」

の
神
聖
不
可
侵
を
根
幹
に
、
「
契
約
の
自
由
」
、
「
過
失
主
義
」
尊
重
を
建
前
に
規
定
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
は
、
歓
迎
こ
そ
さ
れ
、
排
斥
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
「
先
づ
、
民
法
の
こ
と
に
就
い
て
い
ふ
な
ら
、
家
族
制
度
の
廃
滅
…
…
こ
れ
だ
け
は
、
今
日
に
お
い
て
、
断
言
し
て
悼
か
ら
ぬ
。
是
れ
は
、
百

　
　
　
年
と
い
は
ず
、
こ
こ
、
二
十
年
か
、
三
十
年
の
中
に
は
、
恐
ら
く
、
実
施
さ
れ
る
事
で
、
な
ぜ
か
と
い
う
に
家
族
制
度
と
い
う
も
の
は
、
元
来
、

　
　
　
封
建
の
遺
習
で
あ
っ
て
、
到
底
、
今
日
の
社
会
の
進
歩
に
伴
は
な
い
制
度
で
あ
る
か
ら
だ
。
…
…
時
勢
に
伴
は
ぬ
制
度
は
、
到
底
、
其
社
会
に
存

　
　
　
在
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
…
…
既
に
、
財
産
制
に
し
て
、
変
革
を
来
し
た
な
ら
ば
、
今
日
の
家
族
制
度
は
、
全
く
、
不
必
要
と
為
っ
て
、
絃
に
、
個

　
　
　
人
制
度
が
創
立
さ
れ
る
の
は
、
当
然
で
あ
る
」
（
梅
謙
次
郎
「
二
十
世
紀
の
法
律
」
読
売
新
聞
明
治
三
十
三
年
一
月
五
日
）
。

　
（
二
）
　
ま
ず
、
大
正
六
年
、
寺
内
正
毅
内
閣
（
文
部
大
臣
岡
田
良
平
）
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
「
臨
時
教
育
会
議
」
（
総
裁
平
田
東
助
）
が
、
「
教
育
二

　
　
　
於
テ
家
族
制
度
ヲ
尊
重
シ
立
法
二
在
リ
テ
ハ
之
ヲ
軽
視
ス
ル
ガ
如
キ
ハ
撞
著
ノ
甚
シ
キ
モ
ノ
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
当
局
ノ
速
二
調
査
機
関
ヲ

　
　
　
設
ケ
我
国
俗
二
副
ハ
サ
ル
法
規
ノ
改
正
二
著
手
セ
ラ
レ
ム
コ
ト
ヲ
望
ム
」
と
建
議
し
、
大
正
八
年
、
原
敬
内
閣
（
文
部
大
臣
中
橋
徳
五
郎
、
司
法

　
　
　
大
臣
原
敬
）
は
、
こ
の
建
議
を
尊
重
し
て
、
　
「
臨
時
法
制
審
議
会
」
を
設
置
す
る
に
い
た
っ
た
。
後
、
右
審
議
会
は
慎
重
審
議
の
上
、
大
正
十
四

　
　
　
年
に
、
「
民
法
親
族
編
中
改
正
要
綱
」
（
三
十
四
項
）
、
昭
和
二
年
に
、
「
民
法
相
続
編
中
改
正
ノ
要
綱
」
（
十
七
項
）
を
議
決
答
申
し
た
（
外
岡
茂

　
　
　
十
郎
「
親
族
法
の
特
殊
研
究
」
昭
和
二
十
五
年
刊
百
二
十
四
頁
、
磯
野
誠
一
「
裁
判
官
の
家
族
法
意
識
－
大
正
期
を
中
心
に
i
」
法
律
時
報
第
三

　
　
　
十
七
巻
第
十
二
号
）
。



　
　
　
　
　
　
　
　
五

　
さ
て
、
民
法
商
法
は
、
「
ソ
ノ
修
正
ヲ
行
フ
タ
メ
」
、
そ
の
施
行
を
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
き
ま
っ
て
か
ら
、
し
ば
ら
く
は
、
「
民
法
商
法

施
行
取
調
委
員
会
」
（
委
員
長
西
園
寺
公
望
）
で
の
慎
重
審
議
と
か
、
「
法
典
調
査
会
」
（
明
治
二
十
六
年
二
月
二
十
二
目
勅
令
第
十
一
号
）

の
設
置
、
「
法
典
調
査
会
規
則
」
、
「
法
典
調
査
規
定
」
の
制
定
、
さ
ら
に
は
、
調
査
会
の
機
構
い
じ
り
（
例
え
ば
、
主
査
委
員
、
査
定
委

員
の
二
本
建
制
か
ら
調
査
委
員
一
本
建
制
へ
な
ど
）
に
手
間
ど
っ
た
う
え
で
、
よ
う
や
く
、
民
法
商
法
そ
れ
ぞ
れ
三
名
ず
つ
の
起
草
委
員

（
民
法
起
草
委
員
梅
謙
次
郎
・
富
井
政
章
・
穂
積
陳
重
、
商
法
起
草
委
員
梅
謙
次
郎
・
岡
野
敬
次
郎
・
田
部
芳
）
に
起
草
さ
せ
る
こ
と
と

な
り
、
「
法
典
調
査
」
も
、
や
っ
と
「
法
典
起
草
」
（
し
か
し
、
あ
く
ま
で
「
修
正
」
案
作
成
と
い
う
形
式
で
）
の
段
階
へ
と
進
展
し
て
い

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
そ
こ
で
、
民
法
典
起
草
の
方
針
も
、
お
の
ず
か
ら
、
う
ち
だ
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
民
法
は
、
従
来
の
イ
ン
ス
テ
ィ
ツ
テ
ィ
オ
ネ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

式
か
ら
、
パ
ソ
デ
ィ
ク
テ
ン
式
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
第
一
編
総
則
、
第
二
編
物
権
、
第
三
編
人
権
、
第
四
編
親
族
、
第
五
編
相

続
の
五
編
か
ら
な
る
も
の
と
き
ま
っ
た
。
こ
こ
に
、
ド
イ
ッ
民
法
第
一
草
案
（
一
八
八
八
年
、
明
治
二
十
一
年
）
の
影
響
を
、
み
の
が
せ

ま
い
。

　
（
一
）
　
「
人
権
」
な
る
用
語
は
、
そ
の
後
、
問
題
と
な
り
、
明
治
二
十
八
年
一
月
十
一
目
の
第
五
十
五
回
法
典
調
査
委
員
会
で
、
所
謂
基
本
的
人
権
の

　
　
　
「
人
権
」
な
ど
と
誤
り
易
い
か
ら
と
い
う
こ
で
、
穂
積
委
員
の
提
案
で
、
以
後
、
「
債
権
」
と
す
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
。

　
か
く
て
、
起
草
、
法
典
調
査
会
で
の
審
議
等
を
経
て
、
ま
ず
、
民
法
第
一
編
総
則
・
第
二
編
物
権
・
第
三
編
債
権
が
、
　
「
民
法
中
修
正

　
　
　
民
法
典
編
纂
事
情
を
中
心
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



　
　
　
民
法
典
編
纂
事
情
を
中
心
と
し
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

案
」
と
い
う
形
式
で
、
第
九
回
帝
国
議
会
に
上
提
さ
れ
、
明
治
二
十
九
年
三
月
十
六
日
に
、
衆
議
院
で
、
同
月
二
十
三
日
に
、
貴
族
院

で
、
そ
れ
ぞ
れ
可
決
さ
れ
、
同
年
四
月
二
十
七
目
法
律
第
八
十
九
号
を
以
っ
て
公
布
さ
れ
た
。
よ
っ
て
、
　
「
明
治
二
十
三
年
法
律
第
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

八
号
民
法
財
産
編
財
産
取
得
編
債
権
担
保
編
証
拠
編
ハ
此
法
律
発
布
ノ
目
ヨ
リ
廃
止
ス
」
と
さ
れ
た
か
ら
、
所
謂
ボ
ア
ッ
ソ
ナ
ー
ド
民
法

の
財
産
法
の
大
部
分
は
、
右
四
月
二
十
七
目
よ
り
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
民
法
の
残
り
の
部
分
、
す
な
わ
ち
、
親
族
法
、
相
続
法
も
、
ま
た
、
商
法
も
、
未
だ
成
案
を
な
す
に
い
た
ら
な
か
，
っ
た
の

で
、
民
法
の
廃
止
さ
れ
な
い
部
分
と
商
法
の
施
行
を
、
さ
ら
に
明
治
三
十
一
年
六
月
三
十
日
ま
で
再
延
期
す
る
法
律
が
、
明
治
二
十
九
年

十
二
月
二
十
八
目
法
律
第
九
十
四
号
と
し
て
公
布
さ
れ
た
（
明
治
二
十
九
年
末
で
施
行
延
期
の
期
限
が
き
れ
る
か
ら
）
。

　
次
い
で
、
民
法
第
四
編
親
族
・
第
五
編
相
続
も
、
同
様
、
　
「
民
法
中
修
正
案
」
と
い
う
形
式
で
、
第
十
二
回
帝
国
議
会
に
上
提
さ
れ
、

明
治
三
十
一
年
六
月
二
日
に
、
衆
議
院
で
、
同
月
十
日
に
貴
族
院
で
（
同
目
衆
議
院
解
散
）
、
そ
れ
ぞ
れ
可
決
さ
れ
、
同
年
六
月
二
十
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

日
法
律
第
九
号
を
以
っ
て
公
布
さ
れ
、
同
じ
く
、
　
「
明
治
二
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
民
法
財
産
取
得
編
人
事
編
ハ
此
法
律
発
布
ノ
日
ヨ

リ
之
ヲ
廃
止
ス
」
と
さ
れ
た
の
で
、
ボ
ア
ッ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
の
残
り
の
部
分
も
、
す
べ
て
、
右
六
月
二
十
一
日
よ
り
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と

　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

な
っ
た
次
第
で
あ
る
。

　
（
二
）
　
も
っ
と
も
、
商
法
に
つ
い
て
は
、
経
緯
が
、
い
さ
さ
か
複
雑
で
、
明
治
二
十
三
年
法
律
第
三
十
二
号
商
法
の
施
行
延
期
、
再
延
期
は
、
前
述
の

　
　
　
通
り
で
あ
る
が
、
政
府
は
、
　
一
方
で
は
、
法
典
調
査
会
に
、
前
記
の
よ
う
に
明
治
二
十
三
年
法
律
第
三
十
二
号
商
法
の
全
面
的
修
正
（
実
質
的
に

　
　
　
は
再
編
纂
）
を
命
ず
る
と
同
時
に
、
他
方
、
別
に
明
治
二
十
六
年
三
月
四
日
法
律
第
九
号
「
商
法
及
商
法
施
行
条
例
中
改
正
加
除
並
施
行
条
項
」

　
　
　
な
る
も
の
を
制
定
し
（
第
四
回
帝
国
議
会
通
過
）
、
急
遽
、
商
法
の
一
部
を
同
年
七
月
一
日
よ
り
施
行
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
お
も
に
商



　
　
　
法
の
う
ち
商
事
会
社
、
手
形
（
よ
っ
て
、
明
治
十
五
年
十
二
月
十
一
日
太
政
官
第
五
十
七
号
布
告
「
為
替
手
形
約
來
手
形
条
例
」
廃
止
）
、
破
産
、

　
　
　
商
業
登
記
簿
、
商
業
帳
簿
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
、
当
時
に
お
け
る
日
本
資
本
主
義
の
旺
盛
な
成
長
ぶ
り
を
窺
え
る
と
も
い
え
よ

　
　
　
う
か
。

　
　
　
　
し
か
も
依
然
と
し
て
本
筋
の
全
面
的
修
正
の
方
も
進
行
し
、
そ
の
成
案
も
で
き
て
、
第
十
二
回
帝
国
議
会
に
上
提
さ
れ
、
明
治
三
十
一
年
五
月

　
　
　
二
十
八
目
に
は
、
貴
族
院
で
可
決
さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
、
は
こ
ん
だ
の
で
あ
っ
た
が
、
六
月
十
日
に
衆
議
院
が
解
散
と
な
っ
た
の
で
、
つ
い
に
不

　
　
　
成
立
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
明
治
二
十
三
年
商
法
の
残
り
の
部
分
の
施
行
延
期
の
期
限
は
、
同
年
六
月
末
日
で
き
れ
る
し
、
さ
ら
に

　
　
　
再
延
期
と
い
っ
て
も
、
そ
の
法
律
制
定
の
す
べ
は
な
く
、
政
府
は
、
や
む
を
え
ず
、
そ
の
部
分
を
同
年
七
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
こ
と
と
し
て
し

　
　
　
ま
っ
た
。
こ
の
点
、
ボ
ア
ッ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
の
運
命
と
お
お
い
に
違
う
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
さ
て
、
懸
案
の
「
商
法
修
正
案
」
は
、
第
十
三
回
帝
国
議
会
の
開
会
（
明
治
三
十
一
年
十
二
月
三
日
）
を
ま
っ
て
、
よ
う
や
く
上
提
さ
れ
、
明

　
　
　
治
三
十
二
年
一
月
二
十
四
日
に
貴
族
院
で
、
二
月
二
十
五
日
に
衆
議
院
で
、
そ
れ
ぞ
れ
可
決
さ
れ
、
同
年
三
月
九
日
法
律
第
四
十
八
号
を
以
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
エ
　
　
ヤ

　
　
　
公
布
さ
れ
、
　
「
明
治
二
十
三
年
法
律
第
三
十
二
号
商
法
ハ
第
三
編
ヲ
除
ク
外
此
法
律
施
行
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
廃
止
ス
」
と
さ
れ
た
の
で
、
明
治
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
　
三
年
商
法
は
、
第
三
編
破
産
を
除
い
て
他
は
、
す
べ
て
、
　
「
此
法
律
施
行
ノ
日
」
と
さ
れ
た
同
年
六
月
十
六
日
（
明
治
三
十
二
年
四
月
八
日
勅
令

　
　
　
第
百
三
十
三
号
に
よ
り
）
よ
り
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。

　
か
く
て
、
明
治
三
十
一
年
六
月
二
十
一
日
勅
令
第
百
二
十
三
号
を
以
っ
て
、
　
「
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
民
法
第
一
編
第
二
編

第
三
編
明
治
三
十
一
年
法
律
第
九
号
民
法
第
四
編
第
五
編
同
年
法
律
第
十
号
法
例
同
年
法
律
第
十
二
号
戸
籍
法
及
同
年
法
律
第
十
五
号
競

売
法
ハ
明
治
三
十
一
年
七
月
十
六
目
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
」
と
さ
れ
、
待
望
の
民
法
も
、
よ
う
や
く
こ
こ
に
、
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。

　
　
　
　
民
法
典
編
纂
事
情
を
中
心
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七



　
　
　
民
法
典
編
纂
事
清
を
中
心
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

　
こ
れ
で
、
「
民
法
出
テ
テ
忠
孝
亡
フ
」
と
い
う
わ
け
で
、
あ
わ
や
忠
孝
を
亡
ぼ
そ
う
と
し
て
現
わ
れ
た
（
？
）
民
法
も
、
つ
い
に
亡
び
、

ま
さ
に
「
忠
孝
出
テ
テ
民
法
亡
フ
」
　
（
正
確
に
は
「
民
法
書
き
替
え
ら
る
」
だ
が
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
次
第
で
あ
る
が
、
問
題
は
、

そ
の
「
書
き
替
え
ら
れ
た
民
法
」
、
と
く
に
そ
の
第
四
編
、
第
五
編
が
、
ど
れ
だ
け
勅
定
（
欽
定
）
、
す
な
わ
ち
国
定
の
倫
理
規
程
と
の
抵

触
を
さ
け
得
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
す
で
に
本
稿
四
の
註
二
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
そ
の
後
も
執
拗
に
く
わ
だ

て
ら
れ
た
所
謂
「
我
国
俗
二
副
ハ
サ
ル
法
規
ノ
改
正
」
に
は
、
い
つ
も
真
先
に
、
民
法
第
四
編
、
第
五
編
が
槍
玉
に
あ
げ
ら
れ
て
い
た
こ

と
か
ら
で
も
、
結
局
、
五
十
歩
百
歩
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
が
し
ら
れ
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
財
産
法
の
部
分
に
は
、
は
じ
め
か
ら
こ
の
種
の
批
判
は
う
け
な
か
っ
た
か
ら
、
全
体
の
編
別
そ
の
他
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
的
か

ら
ド
イ
ツ
法
的
に
変
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
す
べ
て
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
か
ら
ド
イ
ッ
民
法
へ
転
向
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
例
え
ば
、
民
法
第
四
百
七
十
八
条
（
債
権
の
準
占
有
者
へ
の
弁
済
）
な
ど
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
千
二
百
四
十
条
に
な
ら
っ
た
規
定

で
、
ド
イ
ッ
民
法
に
は
な
い
規
定
で
あ
る
し
、
ま
た
民
法
第
百
七
十
七
条
（
不
動
産
物
権
変
動
の
対
抗
要
件
）
な
ど
も
、
全
く
フ
ラ
ン
ス

民
法
的
規
定
と
い
え
な
く
と
も
、
す
く
な
く
と
も
ド
イ
ッ
民
法
的
の
規
定
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

拙
稿
「
民
法
財
産
法
の
形
成
と
外
国
法
」
の
「
そ
の
一
」
　
（
本
誌
第
二
巻
第
一
号
）
で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
右
第
百
七
十
七
条
の

よ
う
に
規
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
ま
で
実
質
的
意
味
で
の
「
民
法
」
が
形
成
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
（
例
の
「
積
重
ね
方
式
」
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

あ
る
が
）
と
い
う
事
情
も
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
（
三
）
　
な
お
、
　
「
不
動
産
登
記
法
」
は
、
明
治
三
十
二
年
二
月
二
十
四
日
法
律
第
二
十
四
号
を
以
っ
て
公
布
さ
れ
、
同
年
四
月
八
日
勅
令
第
百
三
十
四

　
　
　
号
に
よ
り
同
年
六
月
十
六
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
明
治
十
九
年
八
月
十
一
日
法
律
第
一
号
「
登
記
法
」
　
（
明
治
二
十
年
二
月
一
日
よ



　
　
　
り
施
行
）
は
、
右
施
行
の
日
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。
こ
こ
で
見
落
と
せ
な
い
こ
と
は
、
　
「
登
記
法
」
も
「
不
動
産
登
記
法
」
も
、
　
一
貫
し
て
、
ド
イ

　
　
　
ツ
法
式
の
所
謂
物
的
編
成
主
義
を
採
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
他
の
違
い
と
い
え
ば
、
例
え
ば
、
ボ
ア
ッ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
第
百
六
十
九
条
「
永
借
人
ハ
意
外
ノ
事
又
ハ
不
可
抗
力
二
因
リ
テ
三
箇

年
間
引
続
キ
全
ク
不
動
産
ノ
収
益
ヲ
得
ル
能
ハ
ス
又
ハ
其
一
分
ノ
殿
損
二
因
リ
テ
将
来
ノ
収
益
力
借
賃
ノ
年
額
ヲ
超
ユ
可
キ
見
込
ナ
キ
ト

キ
ハ
永
貸
借
ノ
解
除
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
、
民
法
第
二
百
七
十
五
条
「
永
小
作
人
力
不
可
抗
力
二
因
リ
引
続
キ
三
年
以
上
全
ク
収

益
ヲ
得
ス
又
ハ
五
年
以
上
小
作
料
ヨ
リ
少
キ
収
益
ヲ
得
タ
ル
ト
キ
ハ
其
権
利
ヲ
拗
棄
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
の
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
違
い
、

そ
れ
も
強
い
て
い
え
ば
、
わ
ず
か
に
地
主
側
に
有
利
に
改
正
さ
れ
て
い
る
（
衆
議
院
議
員
の
制
限
選
挙
制
の
も
た
ら
し
た
結
果
と
い
え
よ

う
）
と
、
い
え
ば
い
え
る
程
度
の
こ
と
で
、
こ
れ
ま
た
、
五
十
歩
百
歩
と
い
え
よ
う
。

　
な
お
、
地
主
側
に
有
利
と
い
え
ば
、
例
の
「
民
法
施
行
法
」
　
（
明
治
三
十
一
年
六
月
二
十
一
日
法
律
第
二
十
一
号
）
第
四
十
七
条
第
一

項
、
第
二
項
、
さ
ら
に
は
、
第
三
項
（
明
治
三
十
三
年
三
月
二
十
七
日
法
律
第
七
十
一
号
に
よ
り
追
加
）
な
ど
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
「
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

日
ノ
時
勢
土
地
制
度
ト
致
シ
テ
所
有
権
ノ
傍
二
是
ト
類
似
シ
タ
ル
永
久
ノ
権
利
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
ハ
公
益
上
到
底
出
来
ナ
イ
」
（
梅
謙
次
郎
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

と
い
っ
た
立
法
態
度
に
つ
い
て
、
よ
り
強
く
い
え
よ
う
。

　
（
四
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
、
拙
稿
「
法
制
史
よ
り
見
た
日
本
の
現
代
史
の
起
点
に
つ
い
て
」
（
「
早
稲
田
法
学
」
第
三
十
九
巻
第
一
号
）
参
照
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
、
「
ボ
ア
ッ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
」
と
、
「
書
き
替
え
ら
れ
た
民
法
」
と
を
、
も
っ
と
体
系
的
に
、
か
つ
全
面
的
に
比
較
検
討

す
る
作
業
に
移
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
比
較
検
討
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
意
味
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
何
故
な
ら

ば
、
前
者
が
つ
い
に
施
行
さ
れ
ず
に
お
わ
り
、
後
者
が
施
行
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
両
者
自
体
に
原
因
が
あ

　
　
　
民
法
典
編
纂
事
情
を
中
心
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



　
　
　
民
法
典
編
纂
事
情
を
中
心
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
両
者
の
、
そ
れ
ぞ
れ
成
立
し
た
時
期
の
方
に
、
問
題
が
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
前
者
の
成
立
し
た
時
期
よ
り
、
後
者
の
成
立
し
た
時
期
の
方
が
、
日
本
の
資
本
主
義
が
、
よ
り
発
達
し
て
い
た
と
い
う
乙
と
、
さ

ら
に
い
う
な
ら
ば
、
前
者
の
場
合
は
未
だ
成
長
の
過
程
に
あ
っ
た
が
、
後
者
の
場
合
は
、
も
は
や
確
立
（
完
成
）
の
時
期
に
到
達
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
、
両
者
の
運
命
の
明
暗
に
、
お
お
き
く
作
用
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
こ
で
、
こ
の
二
つ
の
時
期
の
中
間

に
、
目
本
の
資
本
主
義
の
発
達
に
決
定
的
の
影
響
を
あ
た
え
、
つ
い
に
、
そ
れ
を
確
立
せ
し
め
た
と
さ
え
み
ら
れ
る
「
日
清
戦
争
」
（
「
甲

午
戦
争
」
と
も
い
い
、
明
治
二
十
七
年
八
月
一
目
宣
戦
布
告
、
翌
二
十
八
年
四
月
十
七
日
購
和
条
約
調
印
）
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
想

起
す
る
必
要
が
あ
る
。
端
的
に
い
っ
て
「
八
幡
製
鉄
所
」
　
（
明
治
二
十
九
年
官
制
発
布
、
同
三
十
年
着
工
、
同
三
十
四
年
操
業
開
始
）
の

実
現
は
、
こ
の
日
清
戦
争
の
償
金
の
一
部
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
し
、
岩
崎
や
三
井
を
華
族
に
し
、
彼
等
を
し
て
「
俄
然
紳
士
閥
の
階
級
自

覚
」
（
石
川
旭
山
編
幸
徳
秋
水
補
「
日
本
社
会
主
義
史
」
）
を
な
さ
し
め
た
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
し
て
の
階
級
的
自
覚
を
な
さ
し
め
た
）

の
も
、
日
清
戦
争
で
あ
っ
た
し
、
さ
ら
に
は
、
戦
後
の
「
熱
病
的
」
な
企
業
熱
を
あ
お
っ
た
所
謂
「
臥
薪
嘗
胆
」
ム
ー
ド
を
も
た
ら
せ
た

の
も
、
日
清
戦
争
に
直
結
し
た
「
三
国
干
渉
」
問
題
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
法
典
編
纂
の
副
次
的
目
的
（
こ
れ
を
主
目
的
と
み
る
の
が
通
説

だ
が
）
た
る
待
望
の
不
対
等
条
約
の
改
正
も
、
く
し
く
も
日
清
戦
争
勃
発
の
前
後
に
実
現
し
て
い
る
（
明
治
二
十
七
年
七
月
十
六
日
に
、

イ
ギ
リ
ス
と
、
同
年
十
一
月
二
十
二
日
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
、
そ
れ
ぞ
れ
通
商
航
海
条
約
に
調
印
し
て
い
る
）
。

　
も
っ
と
も
、
右
に
、
条
約
改
正
も
「
く
し
く
も
」
目
清
戦
争
勃
発
の
前
後
に
実
現
し
た
と
い
っ
た
が
、
実
は
、
　
「
く
し
く
も
」
で
は
な

く
、
ま
さ
に
こ
の
頃
、
日
本
の
資
本
主
義
は
確
立
し
、
日
本
も
堂
々
た
る
（
？
）
資
本
主
義
国
と
な
っ
た
か
ら
、
つ
い
に
実
現
す
べ
く
し

て
実
現
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
、
こ
の
筆
法
で
ゆ
け
ば
、
日
清
戦
争
た
経
て
目
本
の
資
本
主
義
は
確
立
し
、
日
本
も
堂



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

々
た
る
資
本
主
義
国
と
な
っ
た
か
ら
、
民
法
も
、
つ
い
に
施
行
さ
る
べ
く
し
て
施
行
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
と
、
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
（
五
）
　
日
本
の
資
本
主
義
が
確
立
し
、
日
本
が
資
本
主
義
国
と
な
っ
た
か
ら
、
民
法
も
無
事
施
行
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
民
法
第
一

　
　
　
編
、
第
二
編
、
第
三
編
に
つ
い
て
だ
け
い
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
民
法
第
四
編
、
第
五
編
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
日
本
の
資

　
　
　
本
主
義
は
、
所
謂
「
半
封
建
的
資
本
主
義
」
（
「
ナ
マ
ビ
ラ
ケ
」
的
資
本
主
義
、
つ
ま
り
、
封
建
制
に
よ
っ
て
ね
り
あ
げ
ら
れ
た
資
本
主
義
）
だ
っ

　
　
　
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
土
地
制
度
を
め
ぐ
る
封
建
遺
制
の
も
と
で
の
資
本
主
義
経
済
の
滲
透
は
、
農
村
の
疲
弊
を
ま
ね
き
（
と
く
に
、
土
地

　
　
　
を
所
有
せ
ぬ
農
民
の
疲
弊
、
さ
ら
に
、
そ
れ
が
土
地
併
呑
を
ま
ね
き
、
土
地
を
所
有
せ
ぬ
農
民
を
生
む
）
、
そ
の
こ
と
が
、
　
つ
ね
に
工
場
労
働
者

　
　
　
の
劣
悪
な
労
働
条
件
の
維
持
拡
大
に
貢
献
し
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
民
法
第
四
編
、
第
五
編
で
多
少
は
加
味
さ
れ
た
（
前
述
の
よ
う
に
実
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
ヤ
　
ペ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　

　
　
　
は
、
そ
れ
ほ
ど
加
味
は
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
民
法
を
書
き
か
え
た
と
い
う
事
実
が
、
大
き
く
響
い
て
）
封
建
的
家
族
制
度
な
い
し
は

　
　
　
家
族
主
義
イ
デ
ィ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
資
本
主
義
の
発
達
を
阻
害
す
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
、
ぞ
の
搾
取
機
構
に
巧
妙
に
と
り
い
れ
ら
れ
大
き
な
役

　
　
　
割
を
は
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
回
で
明
ら
か
に
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
四
十
一
年
一
月
記
）

民
法
典
編
纂
事
情
を
中
心
と
し
て

六
一


